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市
で
は
、
一
定
の
障
が
い
が
あ

る
人
の
通
院
・
入
院
な
ど
の
医
療
費

の
う
ち
、保
険
診
療
に
よ
る
自
己
負

担
分
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

10
月
1
日
以
降
の
診
療
分
か

ら
、大
崎
市
国
民
健
康
保
険
な
ど
に

加
入
し
て
い
る
人
は
、一
部
の
診
療

区
分
に
お
い
て
、心
身
障
害
者
医
療

費
助
成
申
請
書
の
提
出
が
不
要
に

な
り
ま
す（
左
表
参
照
）。各
種
健
康

保
険
組
合
、共
済
な
ど
に
加
入
し
て

い
る
人
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
、

助
成
申
請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、
助
成
を
受
け
る
に
は
、
あ

ら
か
じ
め
登
録
の
申
し
込
み
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
所
得
や
障
が
い
の

程
度
に
よ
っ
て
制
限
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

■
助
成
対
象
者

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人


市
内
に
住
所
を
有
す
る
人


大
崎
市
国
民
健
康
保
険
ま
た
は

宮
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
の
住
所
地
特
例
の
適
用
を

受
け
て
い
る
人


保
護
者
が
市
内
に
住
所
を
有

し
、
そ
の
被
扶
養
者
に
な
っ
て

い
る
人

※
生
活
保
護
受
給
者
は
助
成
を
受

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

■
対
象
と
な
る
障
が
い
の
程
度

　

次
の
い
ず
れ
か
の
障
が
い
の
程

度
に
該
当
す
る
人


特
別
児
童
扶
養
手
当
等
支
給
に

関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
3

に
定
め
る
1
級


療
育
手
帳
A
（
知
的
障
害
者
福

祉
法
の
職
親
に
委
託
さ
れ
て
い

 

社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉
担
当　



2
1
6
7

心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
の
申
請
書
の
提
出
が
一
部
不
要
に
な
り
ま
す

る
場
合
は
B
）


身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
お

よ
び
内
部
障
害
3
級
（
心
臓
・
腎

臓
・
呼
吸
器
・
ぼ
う
こ
う
・
直
腸
・

小
腸
・
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル

ス
に
よ
る
免
疫
・
肝
臓
の
機
能

障
害
を
有
す
る
人
）


精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1

級
■
申
込
方
法

　

医
療
費
助
成
制
度
へ
の
登
録
申

請
は
、社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉
担

当
、ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
福
祉

課
地
域
福
祉
担
当
に
申
し
込
み

■
受
給
資
格
の
更
新

　

医
療
費
助
成
の
受
給
資
格
は
、

1
年
ご
と
に
自
動
更
新
さ
れ
ま

す
。
す
で
に
受
給
登
録
を
し
て
い

る
人
は
、
9
月
下
旬
に
受
給
者
証

を
郵
送
で
交
付
し
ま
す
。
受
給
停

止
の
人
に
は
、
停
止
通
知
書
を
送

付
し
ま
す
。

■
そ
の
他

　

医
療
費
助
成
に
登
録
し
た
人

で
、
次
の
内
容
に
変
更
が
あ
る
時

は
、
毎
回
届
け
出
が
必
要
で
す
。

▼

住
所
、
氏
名
、
振
込
口
座
、
加
入

医
療
保
険
な
ど

　

9
月
10
日
は
下
水
道
の
日
で

す
。
下
水
道
は
、
汚
水
の
排
除
、
浸

水
の
防
除
、
ト
イ
レ
の
水
洗
化
な

ど
の
生
活
の
改
善
だ
け
で
な
く
、

公
共
用
水
域
（
河
川
、
湖
沼
な
ど
）

の
水
質
を
保
全
す
る
た
め
に
も
重

要
な
施
設
で
す
。

　

公
共
下
水
道
が
使
用
で
き
る
地

域
の
建
物
所
有
者
は
、
下
水
道
に

接
続
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

下
水
道
の
接
続
工
事
や
改
造
・

修
繕
は
、
市
が
指
定
し
た
工
事
業

者
の
み
が
行
え
ま
す
。
詳
し
く

は
、
排
水
設
備
指
定
工
事
業
者
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

水
洗
ト
イ
レ
改
造
資
金
の
一
部

を
無
利
子
で
貸
付
す
る
制
度
も
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
（h

ttp
://w
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）
で
確
認
す
る
か
、
下
水

道
施
設
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

下
水
道
の
正
し
い
使
い
方

　

下
水
道
管
が
詰
ま
り
緊
急
洗
浄

を
行
う
事
例
が
年
に
数
十
回
発
生

し
て
い
ま
す
。
下
水
道
を
利
用
す

る
場
合
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

■
流
し
て
は
い
け
な
い
も
の

▼

野
菜
く
ず
、
食
用
油
、
髪
の
毛
、

ビ
ニ
ー
ル
類
、
ト
イ
レ
ッ
ト

ペ
ー
パ
ー
以
外
の
水
に
溶
け
な

い
紙
類
、
布
類
な
ど

▼

薬
品
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
ガ
ソ
リ
ン

な
ど
の
油
脂
・
燃
料
類

※
雨
ど
い
な
ど
は
汚
水
管
に
絶
対

　

に
接
続
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

■
定
期
的
な
清
掃

　

接
続
ま
す
な
ど
は
定
期
的
に
点

検
し
、
掃
除
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
飲
食
店
や
油
を
大
量
に

使
用
す
る
事
業
所
は
、
グ
リ
ー
ス

ト
ラ
ッ
プ
な
ど
の
油
分
分
離
装
置

の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

て
、
定
期
的
な
掃
除
が
必
要
で
す
。

 

下
水
道
施
設
課
維
持
管
理
担
当　
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下
水
道
を
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う

ご注意ください！

　市では、業者に巡回

を依頼し、個人の宅内

排水設備の点検・清掃

などをすることはあ

りません。

　詐欺に注意してく

ださい。

　

来
年
小
学
校
に
入
学
す
る
児
童

は
、
必
ず
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

■
受
付
時
間

　

会
場
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
９

月
15
日
以
降
に
送
付
す
る
通
知
書

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
対
象
地
域
の
実
施
日
に
受
診
で

き
な
い
場
合
は
、
ほ
か
の
会
場

で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

■
内
容

　

内
科
、
歯
科
、
耳
鼻
科
、
眼
科
の

各
診
察
な
ど

■
対
象

　

平
成
26
年
4
月
2
日
～
平
成
27

年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
児
童

■
持
参
す
る
も
の

　

就
学
時
健
康
診
断
票
・
母
子
健

康
手
帳

 

学
校
教
育
課
学
校
総
務
担
当　
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就
学
時
健
康
診
断
を
実
施
し
ま
す

対象地域
（就学予定校）

実施日 会場

古川第一・西古川・
東大崎

10月15日 古川総合体育館

古川第二・富永・高
倉・志田

10月16日 古川総合体育館

古川第四・長岡・宮
沢・清滝

10月27日 古川総合体育館

古川第五 10月29日 古川総合体育館

古川第三・敷玉 10月30日 古川総合体育館

松山・下伊場野 11月 6日
松山保健福祉センター（さ
んさん館）

三本木 11月12日 三本木公民館（館山ホール）

鹿島台 11月17日
鹿島台瑞・華・翠交流施設

（鎌田記念ホール）

岩出山 11月25日
岩出山公民館（スコーレハ
ウス）

鳴子・川渡・鬼首 10月20日 鳴子公民館

田尻・沼部・大貫 11月10日 田尻総合体育館

 

健
康
推
進
課
保
健
・
地
域
医
療
担
当　
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救
急
医
療
を
守
り
ま
し
ょ
う

対象者

次のいずれかに該当する人

大崎市国民健康保険に加入している人（住

所地特例の適用を受けている人を含む）

宮城県後期高齢者医療広域連合の行う後

期高齢者医療制度に加入している人

対象と
なる診
療区分

医科、歯科、調剤、訪問看護

※療養費（整骨院、コルセット代など）の分

は、これまでと同様に助成申請書の提出が

必要です。

10月1日診療分から助成申請書の提出が不要になる人

　

救
急
医
療
の
適
正
な
受
診
が
地

域
医
療
を
守
り
ま
す
。
大
崎
市
の

救
急
医
療
の
問
題
点
を
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

救
急
医
療
の
問
題
点

　

大
崎
市
民
病
院
救
命
救
急
セ
ン

タ
ー
は
、
高
度
な
処
置
を
必
要
と

す
る
重
篤
な
患
者
を
対
象
と
し
て

い
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
で
は
救
急
車

で
来
院
し
た
人
や
、
早
急
な
処
置

が
必
要
な
人
を
優
先
に
診
療
し
て

い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
セ
ン
タ
ー
に
訪
れ

る
人
の
う
ち
、
軽
症
患
者
は
6
割

近
く
に
上
り
ま
す
。
緊
急
性
の
な

い
軽
症
患
者
が
訪
れ
る
と
、
一
刻

を
争
う
重
篤
な
患
者
へ
の
対
応
が

遅
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
医
療
従
事
者
の
負
担
を

増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
翌
日

以
降
の
診
療
に
も
差
し
支
え
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

重
篤
な
人
が
す
ぐ
に
治
療
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
軽
症
の
人
は
、
か

か
り
つ
け
医
や
休
日
当
番
医
、
大

崎
市
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
を
受
診

し
ま
し
ょ
う
。

急
な
病
気
や
け
が
の
と
き

　

月
曜
日
か
ら
土
曜
日
の
夜
間
は

大
崎
市
夜
間
急
患
セ
ン
タ
ー
が
、

休
日
の
昼
間
と
夜
間
は
大
崎
市
医

師
会
と
加
美
郡
医
師
会
の
休
日
当

番
医
が
診
療
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
夜
間
や
休
日
の
急
な
病

気
や
け
が
に
よ
り
、救
急
車
を
呼
ぶ

べ
き
か
迷
う
時
な
ど
に
相
談
で
き

る
電
話
窓
口
は
、広
報
お
お
さ
き
の

裏
表
紙
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　

限
り
あ
る
医
療
資
源
の
有
効
活

用
の
た
め
、
適
正
受
診
に
理
解
と

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

夜間や休日に受診するとき

　急病やけがの応急治療を行います。

■平日夜間

　大崎市夜間急患センター

　（古川千手寺町二丁目3-15  23-9919）

　受付時間　月～金曜日　19:15～22:00

　　　　　　土曜日　15:00～22:00

■休日昼間・夜間

　当番医は大崎市医師会ウェブサイト

（http://www.furukawa-med.or.jp/）や広報

おおさき裏表紙で確認してください。

　診療時間　9:00～17:30、18:00～22:00

■休日歯科

　大崎口腔保健センター

　（古川南町一丁目6-2  24-5101）

　診療時間　午前　9:00～12:00

　　　　　　午後　13:00～17:00

夜間にどうしたらよいか迷ったとき

　急病などで翌日に受診するか救急車を

呼ぶか迷ったときは、相談してください。

■対象がおおむね15歳以上の場合

　おとな救急電話相談　#7119

　受付時間　月～金曜日　19:00～翌朝8:00

　　　　　　土曜日　14:00～翌朝 8:00

　　　　　　日曜・祝日　8:00～翌朝 8:00

■対象が15歳未満の場合

　こども夜間安心コール  #8000

　受付時間　19:00～翌朝8:00

 


